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水防法および土砂災害防止法において、要配慮者利用施設の所有者または管理者には 

○「避難確保計画」の作成、市長への報告 

○「避難確保計画に基づく避難訓練」の実施、市長への訓練実施結果の報告 

が義務付けられています。 

 

１ 義務付けの対象となる要配慮者利用施設とは 

 義務付けの対象となるのは、浸水想定区域または土砂災害警戒区域（土砂災害特別警戒

区域）内に立地し、かつ要配慮者利用施設として「山口市地域防災計画」に名称と所在地が

定められた施設です。 

 対象となる施設の一覧を山口市ウエブサイトに掲載していますので、ご確認ください。 

 ※令和７年度、新たに対象となった施設の施設管理者様宛てに、本年１月、市防災危機 

  管理課から通知を発送しています。 

  内容を御確認のうえ、下記に記載しています「避難確保計画の作成、市長への報告」 

  及び「避難確保計画に基づく避難訓練の実施、市長への訓練実施結果の報告」について 

  お取り組みいただきますようお願いいたします。 

 

２ 避難確保計画の作成、市長への報告について 

 洪水や土砂災害時における防災体制や訓練の実施に関する事項等を定めた「避難確保

計画」を作成してください。作成にあたっては、市ウエブサイトに掲載しています、作成の

手引きや計画のひな形、チェックシート等をご活用ください。 

 作成された計画に「避難確保計画作成（変更）報告書」と「チェックシート」を添付され、市

防災危機管理課へ電子メール、郵送、ＦＡＸ、直接持参のいずれかの方法でご提出ください。 

 ※すでに計画を作成されている施設におかれましては、定期的な内容の見直しを行い、

計画に変更が生じる場合には市へ変更の報告をお願いいたします。 

 ※なお、令和8年5月末から防災気象情報の情報体系が変更（裏面参照）されますので、

計画の内容の確認を行ってください。 

 

３ 避難確保計画に基づく避難訓練の実施、市長への訓練実施結果の報告について 

 避難確保計画に基づく避難訓練を原則、年１回以上実施してください。 

 訓練終了後には、参加者で意見交換や検証を行い、必要に応じて避難確保計画の見直し

を行ってください。 

 また、訓練実施結果について、「避難訓練実施結果報告書」により、訓練実施後、概ね１か

月以内に市防災危機管理課へ電子メール、ＦＡＸ、郵送、直接持参のいずれかの方法でご

提出ください。 

 

４ 避難確保計画や避難訓練実施結果報告等の提出先 

  山口市防災危機管理課（山口本庁舎４階） 

  〒７５３－８６５０  山口市亀山町２番１号 

  ＴＥＬ ０８３－９３４－２７２３   ／   ＦＡＸ ０８３－９３４－２９５８ 

  Ｅmail bousai@city.yamaguchi.lg.jp 

 

 

 

 

要配慮者利用施設の所有者（管理者）の皆様へ                          【資料５】 

避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について 

本件に関して、詳しくは市ウエブサイト内「要配慮者利用施設における避難確保計画

の作成等について」をご覧ください。 

 

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/4/52674.html 

mailto:bousai@city.yamaguchi.lg.jp
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令和 8年５月末から、防災気象情報の情報体系が下記のとおり変更されます。新しい気象

情報体系に基づき避難確保計画の見直しをお願いします。見直し後、気象情報の名称の変

更のみの場合は、避難確保計画作成（変更）報告書の提出の必要はありません。 

 

 

防災気象情報が変わります 
        


